
          一般市街地を想定した景観法による計画推進とその課題に関する研究 

                     ～福岡県美野島地区をケーススタディとして～ 

 

福岡大学  学生員  吉丸俊和 

福岡大学  正会員  柴田 久 

 

１.はじめに 

 ２００４年 12 月、我が国初の景観に関する総合的な法律

として、「景観法」が施行され、今後、良好な景観の形成の

ための動きが活発化するものと思われる。 

 現在、景観整備が積極的に行われている地域は主に、

歴史的な建造物を有している地域、海や山といった豊かな

自然環境を有しているあるいは眺望できる地域などである。

こういった場所で景観整備が行われやすい要因の一つと

して、このような場所は明確な景観資源を有しており、住民

もその景観資源の価値を認識しやすいということが考えら

れる。つまり景観整備に対する住民の合意を得やすく、景

観整備の実施にこぎつけやすいと推察される。 

 一方、景観資源の見えにくい一般市街地などでは、景観

法等による法的な規制力を伴う景観計画およびマスター

プランづくりに対する住民の合意を得ることが難しい。こうし

た一般市街地では景観形成の目標像が共有しにくく、マス

タープランの策定が滞る可能性も示唆される。国民の生活

に最も身近な空間である一般市街地の景観整備が、我が

国の良好な景観形成に果たす役割は大きい。 

 本研究では、一般市街地に潜在化した景観資源の発掘

過程を主軸として、景観法による一般市街地への計画展

開の課題を事例によって検証する。 

２.対象地概要 

図２ 美野島にあった工場地帯 

図３ 賑わう筑前簑島駅 図１ 美野島の位置 

 本研究では、福岡市博多区の美野島地区（図１の枠で

囲まれた範囲）を対象として景観計画案の作成を試みた。

美野島地区では、住民の減少や商店街の空き店舗増加

等、地区の衰退が見られる

一方で、近年、大規模共同

住宅地の供給を目的とした

再開発事業によって、新た

な住民の居住が進んでいる。

さらに、これを期に、地区の

活性化を目的とした、新旧

住民主体のまちづくりが積

極的に行われている。しか

し、美野島地区には、歴史 

的な建造物や眺望の対象となる自然といった明確な景観

資源は存在していない。さらに、商店街などの生活空間に

タクシーなどの通過交通が多く進入していることが、地域コ

ミュニティの減衰を引き起こしている。 

３.美野島地区における意識調査と歴史調査の結果 

 まず、本研究では美野島地区に対する住民の考えを把

握するため、美野島地区においてすでに実施されていた

意識調査をレビューしている。その結果、得られた知見は

主に以下のようなものであった。①美野島商店街は地域の

顔として認知されている一方、流入交通量の多さが、商店

街の快適性を悪化させ、利用客の低下を引き起こしている。 

②身近な遊び場や安全な通学路が不足している。 ③公

園等の緑地の清掃活動が必要とされている。 ④美野島地

区の文化や歴史を、美野島の良さとして挙げる人の数はご

くわずかである。 

   次に、本研究では美野島地区の歴史調査を行っている。

その結果、美野島地区にはかつて、ゴム工場や製紙工場、

織物工場が立地しており、福岡随一の工業地帯（図 2）とし

て栄えていたことがわかった。また、美野島商店街は工業

地帯の発展とともに形成されてきたものであり、当時の生

活風景を今に残すものであることも把握された。さらに、美

野島には 1983 年まで、JR 筑肥線が通っており、工場従業

員で賑わう筑前簑

島駅（図3）が存在し

ていたこともわかっ

た。現在、美野島に

整備されている緑道

は筑肥線跡の一部

を利用したものである。 

 以上の調査から、

美野島地区には歴

史的な景観価値が

あるにもかかわらず、

その存在が住民に

は認知されていな

いことが把握された。 
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図４ 路上で子どもたちが 図５ 車を気にせず買い物 

 
 

遊んでいる風景 をしている風景 
 

 

 

 

 

 

図７ 通りに灯明が飾られ 図６ 傘を差せる安全な通  
学路が創出されている様子 た「灯明祭り」の様子 

図８ 美野島地区における景観整備案  

４.社会実験による景観価値の再認識 

次に、本研究では美野島地区で行われた社会実験に

ついての調査を行っている。本実験は、安全で快適な道

の再生、道路空間の柔軟な活動による商店街及び地域コ

ミュニティの活性化を目的として、2005年 10月 14日から１

ヶ月に渡って、商店街内の通りの一方通行化および歩行

者天国化を実施している。本実験中には、住民が商店街

でいきいきと生活を営む風景（図４-図７）が多数確認され

た。歴史調査の結果と照らし合わせると、こうした良好な生

活景は本来、美野島地区の景観資源として存在していた

ものであろうと推察される。しかし、商店街への流入交通が

多い現在では、こうした生活風景が見えにくくなってしまっ

たものと思われる。明確な景観資源に乏しいと考えられる

地域でも、そこで暮らす人々の良好な生活景という景観資

源が潜在的に存在しているのではないか。こうした生活景

を上述した地域の取り組み等により、再認識させることで、

こうした景観資源の価値を住民が認識し、景観整備への

合意を得る一助となるのではないだろうか。 

５.良好な生活景の保全・創出を目指した景観計画案  

 以上のような各種調査結果を基に、図８に示すような美

野島地区における景観計画案を作成した。本計画案のテ

ーマは「新旧住民が回遊できる水辺と緑地を活かした生活

景づくり」である。本計画案の概略を以下に示す。 

ａ) 商店街の西口は商店街と河川が交わる唯一の空間で

あり、この地点に親水性の高いオープンスペースを整備

することで、商店街利用客が水を感じながら休憩している

風景あるいは子どもが遊んでいる風景等が創出される。 

ｂ) 新しい住民が多い 3,4 丁目から商店街のある１，２丁目

へ河川遊歩道を延長・整備することで、3,4 丁目の新しい

住民が商店街に向かう動線が生み出され、商店街の新

規利用客の獲得が可能となる。これは商店街の活性化だ

けでなく、商店街らしい良好な生活景の保全に繋がる。 

ｃ)JR 筑肥線跡をより活用し、商店街へ接続する緑道として

延伸させ、同時に筑肥線が通っていたという歴史を緑道

のデザインに取り組むことで、住民が緑道の歴史を感じ

ながら商店街へ行ける道筋を形成する。 

ｄ)以上の整備を一体的に行うことで、地区内の水辺、商店

街、緑道という３つのゾーンを連続して楽しめる回遊ルー

トを形成する。 

以上の景観計画案は、水辺、緑地、商業地などの幾つ

かのゾーンを対象としているが、いずれもその場を利用す

る人々が織りなす良好な生活景の創造を共通の目的とし

ている。また、地区全体をカバーする回遊ルートの整備に

よって、住民全員が良好な生活景の、あるときは主役、ある

ときは享受者となり得るのではないか。 

６.おわりに  

 本研究では、美野島地区における景観計画案を作成す

る過程から、一般市街地における潜在的な景観資源の抽

出および顕在化について検討を行った。一般市街地にお

いては、景観計画策定前の景観資源を顕在化・共有化す

る取り組みが景観計画のためのコンセンサスビルディング

の一助となる一方で、景観法にはこうした取り組みを資金

面で支援する制度等について明確に触れてはいない。ま

ちづくり交付金の活用といった他法律の支援制度との連

動など､景観法の課題については発表時に述べる。 
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